
算定要件 

 

算定要件は、次の①～④になっています。 

算定要件 
加算

（Ⅰ） 

加算

（Ⅱ） 

①介護福祉士の配置要件 

サービス提供体制強化加算の最も上位の区分（訪問介護にあっては特定事業

所加算（（Ⅰ）又は（Ⅱ）、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体

制強化加算（Ⅰ）イ又は入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサ

ービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ又は日常生活継続支援加算）を算定しているこ

と。 

  

〇 × 

②現行加算要件 

現行加算（平成２９年度の介護職員処遇改善加算）（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれ

かを算定していること（特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の

届出を行い、算定される場合を含む。）。 

〇 〇 

③職場環境等要件 

平成 20 年 10 月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改

善（賃金改善を除く。）の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善に

ついては、複数の取組を行っていることとし、別紙１表３の「資質の向上」、「労働

環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに１以上の取組を行うこと。 

〇 〇 

④見える化要件 

特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表しているこ

と。 

具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報

告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。 

当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームペ

ージを活用する等、外部から見える形で公表すること。 

なお、当該要件については 2020 年度より算定要件とすること。 

〇 〇 

上記のように特定加算（Ⅰ）と、介護福祉士の配置要件を満たすか否かによって異なります。 

  

上記②③④を満たせば特定加算（Ⅱ）は取得できることになりますので、勤続１０年の介護福

祉士がいない場合でも算定可能です。（Q＆A問１） 

  

職場環境等要件については、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分

ごとに一以上の取組を行うことが必要になります。ただし、これまで介護職員処遇改善加算を



算定するに当たって実施してきた取組をもってこの要件を満たす場合、介護職員等特定処遇

改善加算の取扱いと同様、これまでの取組に加えて新たな取組を行うものまでを求めるもの

ではありません。（Q＆A問２） 

別紙１表３ 

 

 


